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公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
百
四
十
二
条
の
二
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
百
四
十
二
条
の
四
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前

項
第
二
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
の
候
補
者
た
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
（
当
該
選
挙
と
同
時
に

行
わ
れ
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
行
う
文
書
図
画
の
頒
布
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
衆
議

院
名
簿
届
出
政
党
等
が
行
う
文
書
図
画
の
頒
布
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
送
信
を
す
る
者
（
そ
の
送
信
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
送
信
を
す
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
（
そ
の
送
信

を
し
よ
う
と
す
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
す
る
。 

 

第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
号
の
二
中
「
又
は
第
四
項
」
を
「
（
同
条

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
項
」
に
改
め
る
。 



 

 
 

二

 
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
号
の
二
中「
第
百
四
十
二
条
の
四
第
五
項
」

を
「
第
百
四
十
二
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
（
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
二
項
及
び
第
五
項
」
に
、

「
第
二
百
二
十
九
条
及
び
」
を
「
第
二
百
二
十
九
条
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
条
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
検
討
） 

第
五
条 

公
職
の
候
補
者
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
以
外
の
者
が
行
う
電
子
メ
ー
ル
（
新
法
第
百
四
十
二
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
に
つ
い
て
は
、
次
回
の
国
政
選
挙
（
施
行
日
以

後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
う
ち
そ
の
期
日
が
早
い
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
後
、
そ
の
実
施
状
況
の
検
討
を
踏
ま
え
、
次
々
回
の
国
政
選
挙
（
次
回
の
国
政
選
挙
後
初
め
て
そ

の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
う
ち
そ
の
期
日
の
公
示
の
日
が
早
い
も
の

を
い
う
。
）
に
お
け
る
解
禁
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 



 

 
 

三

２ 

新
法
第
百
四
十
二
条
の
六
第
四
項
に
定
め
る
有
料
広
告
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
公
職
の
候
補
者
に
も
こ
れ
を
認
め
る
こ
と

に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 


